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中
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・
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課
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◇
県
議
会
議
員
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県

条
例
第
四
六
号
）

１

県
議
会
議
員
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
二
年
秋
田
県
条
例
第
一
〇

号
）
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

県
議
会
議
員
の
報
酬
月
額
を
次
の
と
お
り
減
額
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
一
七
年
六

月
三
〇
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
一
年
秋
田
県
条
例
第
三
三
号
）
の
一
部

改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

知
事
等
の
給
料
月
額
を
次
の
と
お
り
減
額
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
一
七
年
六
月
三

〇
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

教
育
長
の
給
与
及
び
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
八
年
秋
田
県
条
例
第
一
七
号
）
の
一
部

こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し
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職
　
　
　
名

議
　
　
　
長

副
　
議
　
長

議
　
　
　
員

減
額
前
の
報
酬
月
額

九
一
〇
、
〇
〇
〇
円

八
一
〇
、
〇
〇
〇
円

七
八
〇
、
〇
〇
〇
円

減
額
後
の
報
酬
月
額

八
六
四
、
五
〇
〇
円

七
八
五
、
七
〇
〇
円

七
七
二
、
二
〇
〇
円

減
　
額
　
率

一
〇
〇
分
の
五

一
〇
〇
分
の
三

一
〇
〇
分
の
一

職
　
　
　
名

知
　
　
　
　
事

副
　
知
　
事

出
　
納
　
長

公
営
企
業
管
理
者

減
額
前
の
給
料
月
額

一
、
二
七
〇
、
〇
〇
〇
円

九
七
〇
、
〇
〇
〇
円

八
二
〇
、
〇
〇
〇
円

八
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

減
額
後
の
給
料
月
額

一
、
二
〇
六
、
五
〇
〇
円

九
四
〇
、
九
〇
〇
円

八
一
一
、
八
〇
〇
円

七
九
二
、
〇
〇
〇
円

減
　
額
　
率

一
〇
〇
分
の
五

一
〇
〇
分
の
三

一
〇
〇
分
の
一

一
〇
〇
分
の
一
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改
正
（
第
三
条
に
よ
る
改
正
）

教
育
長
の
給
料
月
額
を
次
の
と
お
り
減
額
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
一
七
年
六
月
三

〇
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

４

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
標
準
事
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
四
七
号
）

手
数
料
の
不
還
付
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
四
八
号
）

１

県
民
税

（一）

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
九

号
）
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
に
対
す
る
法
人
税
割
は
、
県
内
に
収
益
事

業
を
行
う
事
務
所
等
を
有
す
る
も
の
に
課
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
〇
条
関
係
）

（二）

老
年
者
控
除
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
四
条
関
係
）

２

不
動
産
取
得
税

特
殊
法
人
か
ら
移
行
す
る
独
立
行
政
法
人
に
対
し
現
在
の
特
殊
法
人
に
対
す
る
非
課
税
の
特
例

措
置
を
継
続
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
六
三
条
、
第
七
六
条
の
二
、
第
七
六

条
の
五
、
第
七
七
条
及
び
附
則
第
一
四
条
の
七
関
係
）

３

自
動
車
税

平
成
一
六
年
度
及
び
平
成
一
七
年
度
に
新
車
新
規
登
録
か
ら
一
一
年
（
ガ
ソ
リ
ン
車
及
び
Ｌ
Ｐ

Ｇ
車
に
つ
い
て
は
、
一
三
年
）
を
経
過
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
、
現
行
の
税
率
の
お
お
む
ね
一
〇

〇
分
の
一
〇
を
重
課
す
る
特
例
措
置
を
、
そ
の
翌
年
度
以
後
に
つ
い
て
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

（
附
則
第
一
九
条
関
係
）

４

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
１
（一）
は
公

布
の
日
か
ら
、
１
（二）
は
平
成
一
七
年
一
月
一
日
か
ら
、
３
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ

と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
四

九
号
）

地
方
税
法
施
行
令
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
一
六
年
政
令
第
一
〇
八
号
）
に
よ
る
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
五

年
政
令
第
二
四
五
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

◇
工
業
等
導
入
地
区
等
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
条
例
第
五
〇
号
）

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
六
年
法
律
第
一
四
号
）
に
よ
る
租
税
特
別
措
置

法
（
昭
和
三
二
年
法
律
第
二
六
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整

理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

工
業
等
導
入
地
区
等
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
九
年
秋
田
県
条

例
第
三
号
）

（二）

秋
田
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
一
一
年
秋
田
県
条
例
第
七
一
号
）

（三）

秋
田
県
優
良
宅
地
造
成
認
定
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
一
二
年
秋
田
県
条
例
第
九
八
号
）

（四）

秋
田
県
優
良
住
宅
新
築
認
定
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
一
二
年
秋
田
県
条
例
第
一
〇
七
号
）

◇
中
心
市
街
地
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県

条
例
第
五
一
号
）

１

平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
（
現
行
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
）
に
公
表
さ
れ
る
基
本

計
画
に
基
づ
き
商
業
基
盤
施
設
を
設
置
し
た
者
に
つ
い
て
、
不
動
産
取
得
税
及
び
固
定
資
産
税
の

不
均
一
課
税
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
二
号
）

１

看
護
職
員
の
養
成
施
設
に
在
学
し
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
が
将
来
業
務
に
従
事
し
た
場

合
に
返
還
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
施
設
を
次
の
と
お
り
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
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職
　
　
　
名

教
　
育
　
長

減
額
前
の
給
料
月
額

八
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

減
額
後
の
給
料
月
額

七
九
二
、
〇
〇
〇
円

減
　
額
　
率

一
〇
〇
分
の
一

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

改
　
　
　
　
正
　
　
　
　
後

入
院
患
者
の
う
ち
六
五
歳
以
上
の
者
が
六
〇

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
る
病
棟
を
有
す
る

病
院
で
規
則
で
定
め
る
も
の

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
一
六
四

号
）
第
二
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指

定
さ
れ
た
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の

設
置
す
る
医
療
機
関

改
　
　
　
　
正
　
　
　
　
前

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
老
人
病
棟
を
有
す

る
病
院

児
童
福
祉
法
第
二
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
指
定
さ
れ
た
国
立
療
養
所

改
　
　
　
　
正
　
　
　
　
後

入
院
患
者
の
う
ち
六
五
歳
以
上
の
者
が
六
〇

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
る
病
棟
を
有
す
る

改
　
　
　
　
正
　
　
　
　
前

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
老
人
病
棟
を
有
す

る
病
院
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２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
立
職
業
能
力
開
発
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
三
号
）

１

秋
田
県
立
横
手
技
術
専
門
校
を
秋
田
県
立
大
曲
技
術
専
門
校
に
統
合
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
位

置
を
大
曲
市
川
原
町
二
番
三
〇
号
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

２

職
業
能
力
開
発
校
の
訓
練
生
（
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
等
を
対
象
と
す
る
訓
練
科
に
お
い
て

職
業
訓
練
を
受
け
る
者
に
限
る
。
）
か
ら
、
月
額
九
、
六
〇
〇
円
の
授
業
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と

し
、
各
月
分
を
そ
の
月
の
一
日
か
ら
一
五
日
ま
で
の
間
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関

係
）

３

授
業
料
の
減
免
及
び
不
還
付
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
及

び
第
五
条
関
係
）

４

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例

第
五
四
号
）

１

風
致
地
区
内
に
お
い
て
建
築
物
の
建
築
等
を
行
う
際
に
許
可
を
必
要
と
し
な
い
法
人
に
つ
い

て
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
を
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
と
す
る
等
所
要
の
改
正

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
立
高
等
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
五
号
）

１

秋
田
県
立
秋
田
東
高
等
学
校
の
名
称
を
秋
田
県
立
秋
田
明
徳
館
高
等
学
校
に
、
位
置
を
秋
田
市

中
通
二
丁
目
一
番
五
一
号
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２

秋
田
県
立
大
館
商
業
高
等
学
校
を
廃
止
し
、
新
た
に
秋
田
県
立
大
館
国
際
情
報
学
院
高
等
学
校

を
大
館
市
松
木
字
大
上
二
五
番
地
の
一
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
立
中
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
六
号
）

１

秋
田
県
立
大
館
国
際
情
報
学
院
中
学
校
を
大
館
市
松
木
字
大
上
二
五
番
地
の
一
に
設
置
す
る
こ

と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

パ

セ

以
上

め

病
棟

有
す

病
院
で
規
則
で
定
め
る
も
の

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
一
六
四

号
）
第
二
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指

定
さ
れ
た
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の

設
置
す
る
医
療
機
関

病
院

児
童
福
祉
法
第
二
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
指
定
さ
れ
た
国
立
療
養
所



４

平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

例



５

平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号



６

平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号



７

平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号



８

平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号



９

平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号



10

平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号



11

平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号
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